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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信者によって入力された送信宛先に基づいて受信者の属性情報を取得する属性情報取
得手段と、
　前記取得した属性情報に基づいて、文書データを受信する文書データ処理装置が受信後
に実行する印刷動作の対象箇所及び当該箇所における印刷形態を推奨する推奨情報を、当
該送信される文書データに付与する推奨情報付与手段と、
　前記推奨情報が付与された文書データを送信する送信手段と、
　を備えたことを特徴とする文書データ処理装置。
【請求項２】
　受信者の属性情報と関連付けられた状態で推奨情報が記憶された推奨情報記憶手段を備
え、
　前記推奨情報付与手段は、前記推奨情報記憶手段に記憶された推奨情報の中から、取得
した受信者の属性情報に基づく推奨情報を選択する請求項１に記載の文書データ処理装置
。
【請求項３】
　前記推奨情報付与手段は、受信者の属性情報と関連付けられた状態で外部の推奨情報記
憶手段に記憶された推奨情報の中から、取得した受信者の属性情報に基づく推奨情報を選
択する請求項１に記載の文書データ処理装置。
【請求項４】
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　前記推奨情報は、送信される文書データの対象箇所に対する印刷設定情報である請求項
１ないし３のいずれかに記載の文書データ処理装置。
【請求項５】
　前記推奨情報は、送信される文書データの印刷条件情報である請求項１ないし３のいず
れかに記載の文書データ処理装置。
【請求項６】
　前記推奨情報は、前記文書データに埋め込まれた形態で付与されるか、前記文書データ
とは分離した形態で文書データに添付されるかのいずれかである請求項１ないし５のいず
れかに記載の文書データ処理装置。
【請求項７】
　文書データに付与される推奨情報を表示する表示手段と、
　前記表示手段に表示された複数の推奨情報の中から、送信者が所望の推奨情報を選択可
能な選択手段と、
　を備えている請求項１ないし６のいずれかに記載の文書データ処理装置。
【請求項８】
　前記推奨情報記憶手段に推奨情報を登録し、あるいは登録されている推奨情報を変更す
る推奨情報登録編集手段を備えている請求項２または３に記載の文書データ処理装置。
【請求項９】
　受信者の属性情報に基づく印刷時の動作を推奨する推奨情報が付与された文書データを
受信する受信手段と、
　前記受信した文書データを印刷する印刷手段と、
　前記文書データに付与された推奨情報に従って、前記印刷手段の印刷動作を制御する印
刷制御手段と、
　を備えたことを特徴とする文書データ処理装置。
【請求項１０】
　推奨情報が複数付与されている場合に、受信者が所望の推奨情報を選択可能な選択手段
を備えている請求項９に記載の文書データ処理装置。
【請求項１１】
　受信した文書データに付与されている推奨情報と、推奨情報記憶手段に記憶されている
推奨情報とを比較し、受信した推奨情報が推奨情報記憶手段に記憶されていない場合には
、前記受信した推奨情報を推奨情報記憶手段に登録する推奨情報登録手段を備えている請
求項９または１０に記載の文書データ処理装置。
【請求項１２】
　送信者によって入力された送信宛先に基づいて受信者の属性情報を取得するステップと
、
　前記取得した属性情報に基づいて、文書データを受信する文書データ処理装置が受信後
に実行する印刷動作の対象箇所及び当該箇所における印刷形態を推奨する推奨情報を、当
該送信される文書データに付与するステップと、
　前記推奨情報が付与された文書データを送信するステップと、
　をコンピュータに実行させるための文書データ処理プログラム。
【請求項１３】
　受信者の属性情報に基づく印刷時の動作を推奨する推奨情報が付与された文書データを
受信するステップと、
　前記受信した文書データを印刷するステップと、
　前記文書データに付与された推奨情報に従って、前記文書データ印刷時の印刷動作を制
御するステップと、
　をコンピュータに実行させるための文書データ処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　この発明は、文書データ送信機能あるいは文書データ受信機能を有する画像形成装置等
に適用される文書データ処理装置、及び所定の文書データ処理をコンピュータに実行させ
るための文書データ処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　企業等においては、多数の文書データ等がユーザ間で日常的に配信されているが、業務
上の文書等は重要ポイントがある程度限定されているため、文書データの受信者は重要ポ
イント部分に重点的に目を通せば足りることが多い。このため、文書データの受信者は、
文書データが送信されるたびに文書データの重要ポイント部分を手動で選択ないしは抽出
して、表示装置に表示したり印刷装置で印刷することが一般に行われている。
【０００３】
　しかし、受信者による重要ポイント部分の手動選択作業や抽出作業は面倒であった。特
に、取り扱う文書の多いユーザにとっては、このような作業が大きな負担となっており、
文書の処理能率を低下させる原因となっていた。
【０００４】
　そこで、従来、ユーザの関心概念を入力し、文書データを分析して該当する記述の位置
を判別し、印刷に反映させる技術が提案されている（例えば特許文献１、特許文献２）。
【０００５】
　また、基本となる文書データを作成したのち、送信先毎にその文書データの一部分を選
択したり別の文書データを追加記載して、同報送信する技術が提案されている（例えば特
許文献３）。
【特許文献１】特開２０００－９０１１８号公報
【特許文献２】特開２０００－９０１１９号公報
【特許文献３】特開平６－２９１７７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、ユーザの関心概念を入力する技術では、文書データ毎に関心概念を入力する
必要があることから、やはりその作業が面倒であるという欠点があった。
【０００７】
　また、送信先毎に文書データの一部分を選択したり別の文書データを追加記載して同報
送信する技術においても、送信者は文書データの選択や追加操作が必要となり、やはり作
業が面倒であった。しかも、受信者が送信文書の重要ポイントを表示しあるいは印刷する
には、重要ポイント部分の手動選択作業や抽出作業が必要であった。
【０００８】
　この発明の目的は、送信者が文書データ毎のユーザ関心概念の入力や追加操作等を行わ
なくても良い文書データ処理装置を提供することにある。
【０００９】
　また、この発明の他の目的は、文書データの受信者が重要ポイント部分等の手動選択作
業や抽出作業を各文書ファイルで繰り返し行わなくても、予め設定された印刷設定や印刷
条件で文書データの出力処理設定を行うことができる文書データ処理装置を提供すること
にある。
【００１０】
　この発明のさらに他の目的は、前記文書データ処理装置における文書データ処理をコン
ピュータに実行させるための文書データ処理プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題は、以下の手段によって解決される。
（１）送信者によって入力された送信宛先に基づいて受信者の属性情報を取得する属性情
報取得手段と、前記取得した属性情報に基づいて、文書データを受信する文書データ処理
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装置が受信後に実行する印刷動作の対象箇所及び当該箇所における印刷形態を推奨する推
奨情報を、当該送信される文書データに付与する推奨情報付与手段と、前記推奨情報が付
与された文書データを送信する送信手段と、を備えたことを特徴とする文書データ処理装
置。
（２）受信者の属性情報と関連付けられた状態で推奨情報が記憶された推奨情報記憶手段
を備え、前記推奨情報付与手段は、前記推奨情報記憶手段に記憶された推奨情報の中から
、取得した受信者の属性情報に基づく推奨情報を選択する前項１に記載の文書データ処理
装置。
（３）前記推奨情報付与手段は、受信者の属性情報と関連付けられた状態で外部の推奨情
報記憶手段に記憶された推奨情報の中から、取得した受信者の属性情報に基づく推奨情報
を選択する前項１に記載の文書データ処理装置。
（４）前記推奨情報は、送信される文書データの対象箇所に対する印刷設定情報である前
項１ないし３のいずれかに記載の文書データ処理装置。
（５）前記推奨情報は、送信される文書データの印刷条件情報である前項１ないし３のい
ずれかに記載の文書データ処理装置。
（６）前記推奨情報は、前記文書データに埋め込まれた形態で付与されるか、前記文書デ
ータとは分離した形態で文書データに添付されるかのいずれかである前項１ないし５のい
ずれかに記載の文書データ処理装置。
（７）文書データに付与される推奨情報を表示する表示手段と、前記表示手段に表示され
た複数の推奨情報の中から、送信者が所望の推奨情報を選択可能な選択手段と、を備えて
いる前項１ないし６のいずれかに記載の文書データ処理装置。
（８）前記推奨情報記憶手段に推奨情報を登録し、あるいは登録されている推奨情報を変
更する推奨情報登録編集手段を備えている前項２または３に記載の文書データ処理装置。
（９）受信者の属性情報に基づく印刷時の動作を推奨する推奨情報が付与された文書デー
タを受信する受信手段と、前記受信した文書データを印刷する印刷手段と、前記文書デー
タに付与された推奨情報に従って、前記印刷手段の印刷動作を制御する印刷制御手段と、
を備えたことを特徴とする文書データ処理装置。
（１０）推奨情報が複数付与されている場合に、受信者が所望の推奨情報を選択可能な選
択手段を備えている前項９に記載の文書データ処理装置。
（１１）受信した文書データに付与されている推奨情報と、推奨情報記憶手段に記憶され
ている推奨情報とを比較し、受信した推奨情報が推奨情報記憶手段に記憶されていない場
合には、前記受信した推奨情報を推奨情報記憶手段に登録する推奨情報登録手段を備えて
いる前項９または１０に記載の文書データ処理装置。
（１２）送信者によって入力された送信宛先に基づいて受信者の属性情報を取得するステ
ップと、前記取得した属性情報に基づいて、文書データを受信する文書データ処理装置が
受信後に実行する印刷動作の対象箇所及び当該箇所における印刷形態を推奨する推奨情報
を、当該送信される文書データに付与するステップと、前記推奨情報が付与された文書デ
ータを送信するステップと、をコンピュータに実行させるための文書データ処理プログラ
ム。
（１３）受信者の属性情報に基づく印刷時の動作を推奨する推奨情報が付与された文書デ
ータを受信するステップと、前記受信した文書データを印刷するステップと、前記文書デ
ータに付与された推奨情報に従って、前記文書データ印刷時の印刷動作を制御するステッ
プと、をコンピュータに実行させるための文書データ処理プログラム。
【発明の効果】
【００１２】
　前項（１）に係る発明によれば、送信者によって入力された送信宛先に基づいて取得さ
れた受信者の属性情報に基づいて、文書データを受信する文書データ処理装置が受信後に
実行する印刷動作の対象箇所及び当該箇所における印刷形態を推奨する推奨情報が、当該
送信される文書データに自動的に付与され、この状態で文書データが送信される。従って
、送信者が文書データ毎のユーザ関心概念の入力や追加操作等を行わなくても良い、利便
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性の高い文書データ処理装置となしうる。
【００１４】
　前項（２）に係る発明によれば、受信者の属性情報と関連付けられた状態で推奨情報が
記憶された推奨情報記憶手段を備え、この推奨情報記憶手段に記憶された推奨情報の中か
ら、取得した受信者の属性情報に基づく推奨情報を選択できる。
【００１６】
　前項（３）に係る発明によれば、受信者の属性情報と関連付けられた状態で外部の推奨
情報記憶手段に記憶された推奨情報の中から、取得した受信者の属性情報に基づく推奨情
報を選択できる。
【００１９】
　前項（４）に係る発明によれば、送信される文書データの対象箇所に対する印刷設定情
報に従って印刷できる。
【００２０】
　前項（５）に係る発明によれば、送信される文書データを印刷条件情報に基づいて印刷
できる。
【００２１】
　前項（６）に係る発明によれば、推奨情報を文書データに埋め込まれた形態で付与でき
、あるいは推奨情報を文書データとは分離した形態で文書データに添付できる。
【００２２】
　前項（７）に係る発明によれば、表示手段に表示された複数の推奨情報の中から、送信
者が所望の推奨情報を選択できるから、送信者の意図をリコメンド情報に反映させること
ができ、さらに利便性を高めることができる。
【００２３】
　前項（８）に係る発明によれば、ユーザは新たな推奨情報を推奨情報記憶手段に登録し
、あるいは既に登録されている推奨情報を変更することができる。
【００２４】
　前項（９）に係る発明によれば、受信者の属性情報に基づく印刷時の動作を推奨する推
奨情報が付与された文書データが受信されると、前記推奨情報に従って、印刷手段の出力
動作が制御されるから、文書データの受信者が重要ポイント部分等の手動選択作業や抽出
作業を各ファイルで繰り返し行わなくても、設定された内容で文書データの印刷処理を行
うことができ、利便性の高い文書データ処理装置となしうる。
【００２６】
　前項（１０）に係る発明によれば、推奨情報が複数付与されている場合に、受信者は所
望の推奨情報を選択することができ、文書データの出力に受信者の意図を反映することが
でき、さらに利便性を高めることができる。
【００２７】
　前項（１１）に係る発明によれば、受信した文書データに付与されている推奨情報と、
推奨情報記憶手段に記憶されている推奨情報とを比較し、受信した推奨情報が推奨情報記
憶手段に記憶されていない場合には、前記受信した推奨情報が推奨情報記憶手段に登録さ
れるから、推奨情報記憶手段に登録される推奨情報の蓄積量を自動的に増加させることが
できる。
【００２８】
　前項（１２）に係る発明によれば、送信者によって入力された送信宛先に基づいて取得
された受信者の属性情報に基づいて、文書データを受信する文書データ処理装置が受信後
に実行する印刷動作の対象箇所及び当該箇所における印刷形態を推奨する推奨情報が、当
該送信される文書データに自動的に付与され、この状態で文書データが送信されるから、
送信者が文書データ毎のユーザ関心概念の入力や追加操作等を行わなくても良い、利便性
の高い文書データ処理をコンピュータに実行させることができる。
【００３０】
　前項（１３）に係る発明によれば、受信者の属性情報に基づく印刷時の動作を推奨する



(6) JP 4289371 B2 2009.7.1

10

20

30

40

50

推奨情報が付与された文書データが受信されると、前記推奨情報に従って、印刷手段の印
刷動作が制御されるから、文書データの受信者が重要ポイント部分等の手動選択作業や抽
出作業を行わなくても、設定された内容で文書データの印刷処理を行うことができる。
                                                                                
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、この発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。
【００３３】
　図１は、この発明の一実施形態に係る文書データ処理装置の構成を示す機能ブロック図
である。この実施形態では、文書データ処理装置１として、コピー機能、プリンタ機能、
ファクシミリ機能、スキャン機能等を有する多機能画像形成装置であるＭＦＰ（Multi Fu
nction Peripheral）が用いられている。
【００３４】
　図１において、文書データ処理装置１は、画像読取部１０１と、データ記憶部１０２と
、画像形成印刷部１０３と、ジョブ制御部１０５と、通信部１０６と、表示部１０７と、
操作入力部１０８と、認証部１０９と、推奨情報取扱部（以下、推奨情報をリコメンド情
報ともいう）１１０を備えている。
【００３５】
　前記画像読取部１０１は、原稿をスキャンして画像データに変換するものであり、前記
データ記憶部１０２は、画像読取部１０１により得られた画像データからなる文書データ
や、外部装置から送信されてきたプリントデータからなる文書データ等を記憶するもので
ある。
【００３６】
　前記画像形成印刷部１０３は、画像読取部１０１により得られた文書データや外部装置
から送信されてきた文書データ等を印刷するものである。
【００３７】
　前記ジョブ制御部１０５は、文書データ処理装置１のジョブの実行を制御するものであ
る。例えば画像読取部１０１により得られた文書データを、画像形成印刷部１０２に印刷
させあるいはデータ記憶部１０２に記憶させたり、外部装置から送信されてきた文書デー
タを通信部１０６を介して受信して、リコメンド情報取扱部１１０のリコメンド情報処理
部１１６に転送したり、あるいはリコメンド情報処理部１１６から転送されてきた印刷デ
ータを画像形成印刷部１０３に印刷させる。さらには、画像読取部１０１により得られた
文書データやデータ記憶部１０２に記憶されている文書データ等を、リコメンド情報付与
部１１５に転送するとともに、リコメンド情報付与部１１５でリコメンド情報が付与され
た文書データを、通信部１０６を介して所定の宛先に送信する。
【００３８】
　ここで、リコメンド情報とは、文書データの出力時の動作を推奨する情報であり、例え
ば文書データを表示したり印刷する時の動作を推奨するものである。リコメンド情報の具
体例については後述する。
【００３９】
　前記通信部１０６は、ネットワーク等を介して画像処理装置１と外部装置との間で文書
データ等の送受信を行うためのインターフェースとして機能する。
【００４０】
　前記表示部１０７は、例えば液晶パネルからなり、文書データ処理装置１の状態、設定
モード、リコメンド情報等を表示する。
【００４１】
　前記操作入力部１０８は、ユーザがモード設定、送信宛先の設定、リコメンド情報の入
力や選択等、各種の操作指示やデータ入力を行うためのものであり、テンキー、スタート
キー、ストップキー等のキー入力部と、前記表示部１０７の画面に設けられたタッチパネ
ルとにより構成されている。
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【００４２】
　前記認証部１０９は、ユーザが文書データ処理装置１の使用時に操作入力部１０８から
入力した識別情報やパスワードの認証情報等を用いて、ユーザ認証を行うものであり、認
証が認められれば文書データ処理装置１の使用が許可され、認証が認められなければ使用
が禁止される。
【００４３】
　前記リコメンド情報取扱部１１０は、リコメンド情報登録部１１１と、リコメンド情報
記憶部１１２と、ユーザ情報記憶部１１３と、リコメンド情報選択部１１４と、リコメン
ド情報付与部１１５と、リコメンド情報処理部１１６と、履歴情報管理部１１７を備えて
いる。
【００４４】
　前記リコメンド情報登録部１１１は、ユーザが操作入力部１０８から入力したリコメン
ド情報を、リコメンド情報記憶部１３に書き込んで登録したり、ユーザが操作入力部１０
８から入力した修正指示に基づいて、既に登録されているリコメンド情報の内容を上書き
して修正する機能を果たす。
【００４５】
　さらに、リコメンド情報登録部１１１は、後述するリコメンド情報処理部１１６が文書
データ受信時に認識したリコメンド情報と同じリコメンド情報が、リコメンド情報記憶部
１１２に記憶されているかどうかを調べ、記憶されていなければ新たなリコメンド情報と
してリコメンド情報記憶部１１２に記憶させ登録する機能をも有する。このように、リコ
メンド情報記憶部１１２に記憶されていないリコメンド情報を受信するたびに、このリコ
メンド情報を新たに登録することにより、ユーザによる登録処理の手間を要することなく
、リコメンド情報の蓄積量を自動的に増加させることができる。
【００４６】
　前記リコメンド情報記憶部１１２は、ユーザの属性情報や文書データの属性情報と関連
付けられた状態で、リコメンド情報を記憶蓄積している。
【００４７】
　前記ユーザ情報記憶部１１３は、例えばユーザの役職、所属グループなど、ユーザ毎の
属性情報を記憶する。
【００４８】
　リコメンド情報選択部１１４は、ユーザが文書データを所定の宛先に送信する場合に、
送信ユーザの属性情報、受信ユーザの属性情報、送信される文書データの属性情報を取得
して、リコメンド情報記憶部１１２に記憶されているリコメンド情報の各属性情報と比較
し、送信ユーザ、受信ユーザ、文書データの属性情報が適合（一致）するリコメンド情報
を選択するものである。さらに、リコメンド情報選択部１１４は、選択したリコメンド情
報が１つである場合にはこれを表示部１０７に表示させ、ユーザに確認を求めるように構
成されても良い。また、送信ユーザ、受信ユーザ、文書データの属性情報に適合するリコ
メンド情報が複数存在する場合には、リコメンド情報選択部１１４は、これら複数のリコ
メンド情報を表示部１０７に表示させ、ユーザに操作入力部１０８から所望のリコメンド
情報を選択させることも可能である。リコメンド情報を表示部１０７に表示させユーザに
選択させるかどうかは、装置の管理者等が予め操作入力部１０８により設定しておけばよ
い。このような設定がなされていない場合において、前記適合するリコメンド情報が複数
存在する場合には、リコメンド情報選択部１１４は複数個全てのリコメンド情報を選択す
る。
【００４９】
　なお、送信される文書データは、画像読取部１０１で読み取られた文書データでも良い
し、データ記憶部１０２に記憶されている文書データでも良い。また、文書データの送信
方法は、特に限定されることはなく、ＦＴＰ送信、電子メール送信、ＳＭＴＰ送信等各種
の送信方法を用いることができる。
【００５０】
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　前記リコメンド情報付与部１１５は、前記リコメンド情報選択部１１４で選択された送
信ユーザ、受信ユーザ、文書データの各属性情報に適合するリコメンド情報を、ジョブ制
御部１０５から転送されてきた文書データに付与した後、ジョブ制御部１０５に返送する
。ジョブ制御部１０５は、返送されてきたリコメンド情報付与済みの文書データを、通信
部１０６を介して指定された宛先に送信する。
【００５１】
　前記リコメンド情報処理部１１６は、リコメンド情報が付与された文書データが外部装
置から送信されてきたときに、リコメンド情報に関する処理を実行する。具体的には、ジ
ョブ制御部１０５から受信した文書データが転送されてくると、リコメンド情報処理部１
１６は、当該文書データに付与されているリコメンド情報を認識して、リコメンド情報を
リコメンド情報登録部１１１に転送したり、その内容を表示部１０７に表示させたり、表
示されたリコメンド情報の中からユーザに所望のリコメンド情報を選択させる処理を行う
。このユーザによる選択指示を受けて、リコメンド情報処理部１１６は、リコメンド情報
において指定されている処理を文書データに施し、処理後の文書データを表示部１０７に
転送して表示させたり、ジョブ制御部１０５を介して画像形成印刷部１０３に印刷データ
として転送する。
【００５２】
　履歴情報管理部１１７は、受信したリコメンド情報付の文書データの履歴情報を記憶し
管理するものである。
【００５３】
　なお、前述したジョブ制御部１０５、リコメンド情報登録部１１１、リコメンド情報選
択部１１４、リコメンド情報付与部１１５、リコメンド情報処理部１１６等の機能、及び
履歴情報管理部１１７の機能の一部は、ＣＰＵ１２０がプログラム記憶部１２１に格納さ
れたプログラムに従って動作することにより、発揮される。
【００５４】
　図２は、文書データに付与されるリコメンド情報の一例を示すものである。各リコメン
ド情報は、処理内容とその処理が施される文書データ中の対象箇所とをセットにして構成
されている。個々のリコメンド情報には他と区別するために番号が付されている。この例
では、「要約　結論の記載ページ」を優先的に印刷することを推奨したり、「文書データ
中の全図面」を抜粋して表示部１０７に表示する処理を推奨する内容となっている。
【００５５】
　図１のリコメンド情報処理部１１６は、図２のリコメンド情報に従って、受信した文書
データの対象箇所に指定された処理内容を施す。
【００５６】
　図２に例示したリコメンド情報は、前述の通り、送信時にリコメンド情報付与部１１５
により文書データに付与される。図３に、リコメンド情報の付与形態として２つの例を示
す。
【００５７】
　図３（ａ）は、例えばファイル名「報告書.doc」の文書データ１１とは別ファイルで、
例えばファイル名「報告書.rec」のリコメンド情報１２が付与されている例を示している
。図３（ｂ）は、リコメンド情報１３ｂが文書データ中に埋め込まれ、１つの文書データ
ファイル１３として付与されている例を示している。この例では、文書データ１３ａとリ
コメンド情報１３ｂとが１つのＸＭＬファイルである「報告書.xml」に収められており、
文書データ１３ａの開始と終了は、＜本文＞タグと＜／本文＞タグで示されている。また
、リコメンド情報１３ｂの開始と終了は、＜リコメンド＞タグと＜／リコメンド＞タグで
示されている。
【００５８】
　なお、図３（ｂ）では、リコメンド情報を１箇所にまとめて付与する形態となっている
が、文書データ中のリコメンド処理の対象となる該当箇所にタグ情報を埋め込んで、個々
にリコメンド情報を付与する形態であっても良い。
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【００５９】
　図４は、リコメンド情報記憶部１１２に記憶されているリコメンド情報の記憶形態を示
すものである。各リコメンド情報は、図２で示した処理内容及び対象箇所の他に、送信ユ
ーザの属性情報である送信者情報、受信ユーザの属性情報である受信者情報及び文書デー
タの属性情報である文書情報が関連付けられて組になり、さらに識別のためにＩＤが付与
された形態で記憶されている。
【００６０】
　図４では、送信者情報として所属部署、役職、個人名などが例示されており、受信者情
報として役職、所属部署などが例示されている。また、文書情報として文書名に含まれる
キーワード「報告書」「提案書」「申請書」「月報」等が例示されている。そして、文書
データの送信に際して、リコメンド情報選択部１１４は、送信ユーザの属性情報、受信ユ
ーザの属性情報、文書データの属性情報を取得して、リコメンド情報記憶部１１２に記憶
されているリコメンド情報の中から各属性情報に適合するものを選択する。
【００６１】
　さらに、図４の例では、リコメンド情報ＩＤが「Ｒ－００１」のリコメンド情報につい
ては、処理内容として、対象箇所（要約・結論の記載ページ）を優先的に印刷することが
指定されている。このように、要約・結論の記載ページを優先的に印刷あるいは表示する
ことで、要約・結論の記載ページを受信者が探して印刷を指示しなくても、印刷物を得る
ことができ、その後、必要時のみ他ページの印刷をできるので、文書全体を印刷する無駄
がなくなる。
【００６２】
　リコメンド情報ＩＤが「Ｒ－００２」のリコメンド情報については、処理内容として印
刷条件が指定されている。具体的には、機密印刷のみで印刷を許可することが指定されて
いる。このような印刷条件を指定することにより、機密文書については、受信者が機密印
刷モードでしか印刷できないように設定することができ、出力された文書が放置される恐
れがなくなり、セキュリティを確保できる。
【００６３】
　リコメンド情報ＩＤが「Ｒ－００３」のリコメンド情報については、処理内容として、
対象箇所の印刷設定情報が指定されている。具体的には、２ページを１ページに印刷する
２ｉｎ１で対象箇所を印刷することが指定されている。この場合、文書のみであれば２ｉ
ｎ１印刷により印刷枚数を減らすことができるが、図表を２ｉｎ１印刷すると読み取れな
くなる場合があるので、対象箇所は図表が記載されていないページのみとなされている。
【００６４】
　リコメンド情報ＩＤが「Ｒ－００４」のリコメンド情報については、処理内容として、
文書ファイルを開いたときに対象箇所（要約・結論の記載ページ）を優先的に表示するこ
とが指定されている。これにより、要約・結論の記載ページを受信者が探して表示を指示
しなくても、文書ファイルを開いたときに、最初にそのページが表示される。
【００６５】
　リコメンド情報ＩＤが「Ｒ－００５」のリコメンド情報については、処理内容として、
対象箇所の印刷設定情報が指定されている。具体的には、対象箇所を両面で印刷すること
が指定されている。これにより、所定フォームの文書であれば、逐一指示を行わなくても
、常に同じ体裁の出力物を得ることができる。
【００６６】
　リコメンド情報ＩＤが「Ｒ－００６」のリコメンド情報については、処理内容として印
刷条件が指定されている。具体的には、対象箇所の印刷回数が１回に設定されている。送
信者によっては、このように印刷許可回数を制限することによって、文書の転送による予
期せぬセキュリティ漏れを防ぐことができる。
【００６７】
　リコメンド情報ＩＤが「Ｒ－００７」のリコメンド情報については、処理内容として、
対象箇所を優先的に表示することが指定されている。具体的には、対象箇所（文書データ
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中の全画像）を抜粋して順に表示することが指定されている。これにより、目的に応じた
必要箇所のみが効率的に表示されるため、文書閲覧を効率的に行うことができる。
【００６８】
　リコメンド情報ＩＤが「Ｒ－００８」のリコメンド情報については、処理内容として、
対象箇所の印刷設定情報が指定されている。具体的には、対象箇所（表紙ページ）のみカ
ラー印刷とし、他ページは白黒印刷することが指定されている。これにより、単価の高い
カラー印刷を、必要ページのみに指定することができる。
【００６９】
　また、図４の各リコメンド情報には、外部装置から送信されてきたリコメンド情報であ
ること、換言すればユーザがリコメンド情報記憶部１１２に登録したリコメンド情報では
なく、文書データの受信時に取得したリコメンド情報であることを示す「受信時取得フラ
グ」の欄も設けられている。そして、受信時に取得したリコメンド情報については、この
欄が有効であることを示す「○」を入れておく。
【００７０】
　なお、送信ユーザの属性情報、受信ユーザの属性情報、文書データの属性情報は、図４
に例示したものに限定されることはない。例えば、送信ユーザ、受信ユーザの属性情報と
して、送信装置や受信装置の名称などを設定しても良い。また、文書データの属性情報と
して、送信日時や文書データの送信範囲、文書データ送信の定例処理の曜日などを別枠を
設けて設定できるようにしても良い。これにより、送信ユーザが送信操作を行った日時と
適合するリコメンド情報を選択するようにしても良い。
【００７１】
　また、送信ユーザの属性情報、受信ユーザの属性情報、文書データの属性情報の全てが
適合するリコメンド情報を選択する構成としても良いし、少なくとも一つの属性情報が適
合するリコメンド情報を選択する構成としても良い。
【００７２】
　図５は、文書データ処理装置１が行う文書データの送信時の処理を示すフローチャート
である。この処理は、ＣＰＵ１２０がプログラム記憶部１２１に記憶されているプログラ
ムに従って動作することにより実行される。
【００７３】
　まず、送信ユーザが操作入力部１０８により認証情報を入力すると、認証部１０９で認
証が行われる。認証が成功すると、文書データ処理装置１の使用が認められる。
【００７４】
　次に、送信ユーザは画像読取部１０１で原稿を読み取らせることにより、あるいはデー
タ記憶部１０２に記憶されている文書データを指定することにより、送信対象の文書デー
タを特定する。また、送信ユーザは文書データの送信宛先を操作入力部１０８から入力す
る。
【００７５】
　ステップＳ０１では、リコメンド情報選択部１１４が文書属性情報を取得する。文書属
性情報の取得は、送信ユーザが操作入力部１０８から入力した情報（例えば文書名に含ま
れるキーワード等）に基づいて取得しても良いし、送信対象の文書データから自動的に取
得しても良い。
【００７６】
　次にステップＳ０２で、リコメンド情報選択部１１４は送信ユーザ及び受信ユーザの属
性情報を取得する。送信ユーザの属性情報は、認証時に入力した送信ユーザの認証情報に
基づいて、ユーザ情報記憶部１１３から取得する。一方、受信ユーザの属性情報は、送信
ユーザによって入力された文書データの宛先に基づいて、ユーザ情報記憶部１１３から取
得する。
【００７７】
　次に、ステップＳ０３で、リコメンド情報選択部１１４は、取得した送信ユーザ属性情
報（送信者情報）、受信ユーザ属性情報（受信者情報）、文書データの属性情報（文書情
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報）に適合するリコメンド情報が、リコメンド情報記憶部１１２に存在するかどうかを検
索する。
【００７８】
　次に、ステップＳ０４で、リコメンド情報記憶部１１２に、受信時取得フラグが有効に
なっているリコメンド情報が存在しているかどうかを調べる。存在していなければ（ステ
ップＳ０４でＮＯ）、そのままステップＳ０６に進む。存在していれば（ステップＳ０４
でＹＥＳ）、ステップＳ０５で、送信者情報と受信者情報を入れ替えて、リコメンド情報
を検索したのち、ステップＳ０６に進む。送信者情報と受信者情報を入れ替えるのは、受
信した時にリコメンド情報記憶部１１２に登録されたリコメンド情報は、送信元から送信
された属性情報のまま記憶されていることから、受信側で送信を行う場合には、送信者情
報と受信者情報が逆になるからである。
【００７９】
　ステップＳ０６では、リコメンド情報選択部１１４は、検索の結果、送信ユーザ属性情
報、受信ユーザ属性情報、文書データ属性情報に適合するリコメンド情報があったかどう
かを調べる。
【００８０】
　適合するリコメンド情報があった場合には（ステップＳ０６でＹＥＳ）、ステップＳ０
７で、リコメンド情報選択部１１４は、装置の設定が、リコメンド情報を送信ユーザに選
択させる設定となっているかどうかを調べる。送信ユーザに選択させる設定となっていな
ければ（ステップＳ０７でＮＯ）、ステップＳ１０に進む。送信ユーザに選択させる設定
となっている場合には（ステップＳ０７でＹＥＳ）、ステップＳ０８に進み、リコメンド
情報を表示部１０７に表示させた後、ステップＳ０９で、送信ユーザにリコメンド情報を
選択させたのち、ステップＳ１０に進む。
【００８１】
　ステップＳ１０では、リコメンド情報付与部１１５が、リコメンド情報選択部１１４が
選択したリコメンド情報またはその中から送信ユーザが選択したリコメンド情報を、文書
データに付与する。リコメンド情報が付与された文書データは、ステップＳ１１で、通信
部１０６を介して送信宛先に送信される。
【００８２】
　ステップＳ０６において、適合するリコメンド情報が存在しない場合には（ステップＳ
０６でＮＯ）、ステップＳ１２で、リコメンド情報の入力問い合わせ画面を表示部１０７
に表示し、ユーザに入力させるかどうかを判断する。リコメンド情報をユーザに入力させ
る場合は（ステップＳ１２でＹＥＳ）、ステップＳ１３で、入力されたリコメンド情報を
受け付ける。
【００８３】
　次いで、ステップＳ１４で、入力されたのと同じリコメンド情報がリコメンド情報記憶
部１１２に存在しているかどうかを判断し、存在していれば（ステップＳ１４でＹＥＳ）
、ステップＳ１０に進む。存在していなければ（ステップＳ１４でＮＯ）、ステップＳ１
５で、入力されたリコメンド情報をリコメンド情報記憶部１１２に記憶させた後、ステッ
プＳ１０に進む。
【００８４】
　また、ステップＳ１２で、リコメンド情報をユーザに入力させない場合は（ステップＳ
１２でＮＯ）、そのままステップＳ１１に進み、リコメンド情報が付与されることなく、
文書データは通信部１０６を介して送信宛先に送信される。
【００８５】
　なお、図５のフローチャートで説明した例では、文書データの属性情報、送信ユーザ及
び受信ユーザの属性情報の全ての属性情報を取得して、これらに適合するリコメンド情報
が存在するかどうかを調べたが、図６に示すように、文書データの属性情報のみを取得し
て、この文書データの属性に適合するリコメンド情報が存在するかどうかを調べてもよい
。例えば、文書データの属性が「月報」であった場合、図４の表におけるリコメンド情報
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ＩＤがＲ－００５のリコメンド情報が検索され、文書データに付与される。この場合、課
員が課長宛に月報を送信する際、課長は各課員毎に、要点が書かれた第２～第３ページを
両面印刷した用紙を取得することができ、全課員分の月報を効率よくチェックしたり、フ
ァイリングすることができる。
【００８６】
　また、図７に示すように、受信者の属性情報のみを取得して、この属性に適合するリコ
メンド情報が存在するかどうかを調べてもよい。例えば、受信者の属性が「事業部長」で
あった場合、図４の表におけるリコメンド情報ＩＤがＲ－００４のリコメンド情報が検索
され、文書データに付与される。この場合、大量の文書を受信する事業部長に対しては、
必ず要約及び結論の記載ページが優先的に表示され、文書データの受信時に要約・結論を
閲覧した後、必要に応じて印刷を指示することができ、不要な書類印刷を省くことができ
る。
【００８７】
　また、図８に示すように、送信者の属性情報のみを取得して、この属性に適合するリコ
メンド情報が存在するかどうかを調べてもよい。例えば、送信者の属性がログインしたユ
ーザ（例えば「鈴木健太」）である場合、該ユーザが登録した、図４の表におけるリコメ
ンド情報ＩＤがＲ－００６～００８のリコメンド情報が検索される。そして、検索された
リコメンド情報の中から、ユーザが選択したリコメンド情報が文書データに付与される。
このように、ユーザが使用頻度の高いリコメンド情報を定形送信形態として複数個登録し
ておき、その中から最適なリコメンド情報を選択することにより、送信のたびに同じ設定
を繰り返す必要がなくなる。
【００８８】
　図６～図８のフローチャートで説明した例では、送信ユーザ属性情報、受信ユーザ属性
情報、文書データ属性情報のいずれかのみを取得して、適合するリコメンド情報が存在す
るかどうかを調べたが、それらの属性情報のうちの２つのリコメンド情報に適合するもの
を選択させても良い。
【００８９】
　なお、図６～図８のフローチャートにおいて、ステップＳ０３以下のステップは、図５
に示したフローチャートと同じであるので、詳細は省略する。
【００９０】
　このように、この実施形態では、送信ユーザ属性情報、受信ユーザ属性情報、文書デー
タ属性情報の全てあるいは少なくとも１つに適合するリコメンド情報が、自動的に選択さ
れるから、従来のように、送信ユーザが文書データ毎にユーザ関心概念の入力や追加操作
等を行う必要はなくなり、操作性を向上でき、使い勝手の良い文書データ処理装置となし
うる。
【００９１】
　また、属性情報に適合する複数のリコメンド情報を表示部１０７に表示させ、その中か
ら、送信ユーザが所望のリコメンド情報を操作入力部１０８により選択できる設定が可能
となされているから、リコメンド情報の選択に送信ユーザの意図を反映させることができ
、さらに使い勝手がよい。
【００９２】
　図９は、リコメンド情報を送信ユーザに選択させる場合に、表示部１０７に表示された
選択画面を示す図である。
【００９３】
　この例では、リコメンド情報選択部１１４により検索され所定の属性情報に適合する複
数のリコメンド情報１０７ａが表示されている例を示す。この画面において、送信ユーザ
が「リコメンド付与」ボタン１０７ｂを押すと、表示された全てのリコメンド情報が該当
の文書データに付与されて送信される。送信ユーザが文書データに付与したくないリコメ
ンド情報については、「除外」欄にタッチすることにより、「○」印を外して付与対象か
ら除外することができる。除外されたリコメンド情報は、当該文書データに付与されるこ
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となく送信される。
【００９４】
　図１０は、文書データ処理装置１が行う文書データの受信時の処理を示すフローチャー
トである。この処理は、ＣＰＵ１２０がプログラム記憶部１２１に記憶されているプログ
ラムに従って動作することにより実行される。
【００９５】
　まずステップＳ２１で、通信部１０６を介して文書データが受信されると、ステップＳ
２２で、リコメンド情報処理部１１６は、受信文書データにリコメンド情報が付与されて
いるかどうかを調べる。リコメンド情報が付与されていなければ（ステップＳ２２でＮＯ
）、処理を終了する。この場合は、通常の表示や印刷が実行される。
【００９６】
　受信した文書データにリコメンド情報が付与されている場合には（ステップＳ２２でＹ
ＥＳ）、ステップＳ２３で、リコメンド情報処理部１１６は付与されているリコメンド情
報を取得してリコメンド情報登録部１１１に転送する。リコメンド情報登録部１１１は、
ステップＳ２４で、リコメンド情報記憶部１１２に同一のリコメンド情報が登録されてい
るかどうかを調べる。
【００９７】
　リコメンド情報記憶部１１２に同一のリコメンド情報が登録されている場合には（ステ
ップＳ２４でＹＥＳ）、ステップＳ２７に進む。同一のリコメンド情報が登録されていな
い場合には（ステップＳ２４でＮＯ）、ステップＳ２５で、リコメンド情報登録部１１１
はステップＳ２３で取得したリコメンド情報を、リコメンド情報記憶部１１２に登録した
後、ステップＳ２６で、登録されたリコメンド情報に対して「受信時取得フラグ」を有効
にする。この処理は、前述した図５のフローチャートにおけるステップＳ０４で機能する
ことになる。その後、ステップＳ２７に進む。
【００９８】
　ステップＳ２７で、リコメンド情報処理部１１６は、受信したリコメンド情報を表示部
１０７に表示させ、受信ユーザに所望のリコメンド情報を選択させる。なお、受信ユーザ
に選択させることなく、リコメンド情報処理部１１６がリコメンド情報で示される処理を
自動的に適用し、もしくは自動選択しても良い。
【００９９】
　ステップＳ２８では、受信ユーザが選択したリコメンド情報で示される処理をが文書デ
ータに適用され、ステップＳ２９では、リコメンド情報で示される処理が適用された結果
が、表示部１０７に表示され、あるいは画像形成印刷部１０３で印刷される。例えば、文
書データの要約や結論の記載ページが優先的に表示あるいは印刷され、あるいは所定の箇
所が所定の印刷設定に従って印刷される。
【０１００】
　このように、この実施形態では、リコメンド情報が付与された文書データを受信した場
合には、そのリコメンド情報で示される出力動作により、文書データの表示や印刷が行わ
れるから、送信文書の重要ポイントを表示しあるいは印刷するために、受信ユーザに重要
ポイント部分の手動選択作業や抽出作業を課す必要はなくなり、極めて使い勝手の良いも
のとなる。
【０１０１】
　図１１は、受信したリコメンド情報を受信ユーザに選択させる場合に、表示部１０７に
表示された選択画面を示す図である。
【０１０２】
　この例では、受信した複数のリコメンド情報１０７ａが表示されている例を示す。この
画面において、選択対象から除外したいリコメンド情報が表示されている行の「適用」欄
にタッチすることにより、「○」印を外し、選択対象から除外することができる。なお、
図１１で示されるように、複数のリコメンド情報を選択しても良い。
【０１０３】
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　図１２は、ユーザがリコメンド情報記憶部１１２にリコメンド情報を登録する際に、文
書データ処理装置１が実行する登録処理を示すフローチャートである。
【０１０４】
　ユーザが文書データ処理装置１の操作入力部１０８から、リコメンド情報登録画面を選
択すると、ステップＳ３１で、リコメンド情報記憶部１１２に既に登録されているリコメ
ンド情報があるかどうかが判断される。既に登録されているリコメンド情報があれば（ス
テップＳ３１でＹＥＳ）、ステップＳ３２で、図１３に示すように、登録済みのリコメン
ド情報１０７ｅが表示部１０７に表示されたのち、ステップＳ３３に進む。登録されてい
るリコメンド情報がなければ（ステップＳ３１でＮＯ）、そのままステップＳ３３に進む
。
【０１０５】
　ユーザは、表示されたリコメンド情報を参照しながら、登録しようとするリコメンド情
報を操作入力部１０８から入力する。すると、ステップＳ３３で、入力されたリコメンド
情報１０７ｄ（図１３）が表示部１０７に表示される。
【０１０６】
　次いで、ステップＳ３４で、「登録」ボタン１０７ｇが押下されるのを待ち、押下され
ると（ステップＳ３４でＹＥＳ）、ステップＳ３５で、入力されたリコメンド情報がリコ
メンド情報登録部１１１に転送され、ステップＳ３６で、転送されたリコメンド情報がリ
コメンド情報記憶部１１２に登録される。
【０１０７】
　なお、図１２の例では、文書データ処理装置１の操作入力部１０８を介してリコメンド
情報を登録する場合を示したが、パソコンなどの外部装置の表示画面やキーボードを使用
して入力されたリコメンド情報を、文書データ処理装置１が通信部を介して受信し、リコ
メンド情報登録部１１１に転送してリコメンド情報記憶部１１２に登録させる構成として
も良い。
【０１０８】
　図１３に示す表示画面では、新規のリコメンド情報１０７ｄの「対象箇所」の欄に入力
しようとしているところを示している（黒印はカーソル位置を示す）。既に、送信者情報
及び受信者情報がユーザの属性情報から選択して設定されており、文書情報として「月報
」の用語を文書名に含み、かつ２００５年４月１日以降に作成された文書であることが指
定されている。また、処理内容として、対象箇所のページを優先的に印刷するように設定
されている。
【０１０９】
　一方、既に登録されているリコメンド情報１０７ｅが下方に表示されている。ユーザの
利便性を向上するために、既に登録されているリコメンド情報１０７ｅの中から「選択」
欄にタッチして所望のリコメンド情報を選択したのち、「再利用」ボタン１０７ｈを押下
することにより、その内容が上側の登録画面にコピーされ、必要箇所のみの編集が可能と
なっている。
【０１１０】
　また、参照する既登録のリコメンド情報を検索するための「検索」ボタン１０７ｉと検
索条件の入力欄１０７ｊも設けられている。さらに、既登録のリコメンド情報１０７ｅの
表示順序を入れ替えるための「昇順／降順」ボタン１０７ｋも設けられている。符号１０
７ｆは、リコメンド情報の入力や編集に用いられるキーボード部である。
【０１１１】
　以上、本発明の一実施形態を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されることはな
い。例えば、リコメンド情報において指定される処理内容として、文書データの特定箇所
の優先的な印刷や抜粋表示、あるいは特定箇所の印刷設定を例示したが、これらの他に、
解像度変換、ファイルフォーマット変換処理、ファイルの合成処理等を指定しても良く、
文書データの出力時の動作に関する処理内容であれば何でも良い。また、出力の種類も、
表示や印刷だけでなく、他の宛先への転送等であっても良い。
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　また、リコメンド情報記憶部１１２、ユーザ情報記憶部１１３、認証部１０９が文書デ
ータ処理装置１内に備えられている構成としたが、これらの少なくとも一つが、外部サー
バ等の外部装置に備えられ、この外部装置と通信を行うことにより、リコメンド情報記憶
部１１２、ユーザ情報記憶部１１３、認証部１０９の機能を発揮させる構成であっても良
い。
【０１１３】
　また、文書データ処理装置１が画像形成装置である場合を例示したが、パソコン等を始
め、文書データの送受信においてリコメンド情報の付与とその処理ができる装置であれば
何でも良い。
【図面の簡単な説明】
【０１１４】
【図１】この発明の一実施形態に係る文書データ処理装置の構成を示すブロック図である
。
【図２】リコメンド情報の一例を示す表である。
【図３】文書データにリコメンド情報を付与する形態を説明するための図である。
【図４】リコメンド情報記憶部に記憶されたリコメンド情報の記憶形態を示す表である。
【図５】文書データ処理装置が行う文書データ送信時の処理を示すフローチャートである
。
【図６】文書データ処理装置が行う文書データ送信時の処理の変形例を示すフローチャー
トの一部である。
【図７】文書データ処理装置が行う文書データ送信時の処理の別の変形例を示すフローチ
ャートの一部である。
【図８】文書データ処理装置が行う文書データ送信時の処理のさらに別の変形例を示すフ
ローチャートの一部である。
【図９】文書データに付与するリコメンド情報の選択画面図である。
【図１０】文書データ処理装置が行う文書データ受信時の処理を示すフローチャートであ
る。
【図１１】受信したリコメンド情報の選択画面図である。
【図１２】リコメンド情報の登録処理を示すフローチャートである。
【図１３】リコメンド情報登録時の登録画面図である。
【符号の説明】
【０１１５】
　　１　　　　　文書データ処理装置
　　１０５　　　ジョブ制御部（送信手段、受信手段）
　　１０７　　　表示部
　　１０８　　　操作入力部
　　１１０　　　リコメンド情報取扱部
　　１１１      リコメンド情報登録部
　　１１２      リコメンド情報記憶部
　　１１３　　　ユーザ情報記憶部
　　１１４      リコメンド情報選択部（属性情報取得手段）
　　１１５      リコメンド情報付与部
　　１１６      リコメンド情報処理部
　　１２０　　　ＣＰＵ
　　１２１      プログラム記憶部
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